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大規模災害時における県災害ボランティアセンターの

設置 。運営に関する覚書

宮城県 (以下 「甲」という。)と 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 (以下 「乙」とい
う。)と 特定非営利活動法人みやぎ災害救援ボランティアセンター (以下 「丙」という。)
とは、宮城県地域防災計画 (昭和 38年 制定)に 基づき、大規模災害時における県災害ボ
ランティアセンターの設置 0運営について、次のとおり覚書を締結する。

1 目 的

この覚書は、大規模災害時において被災住民の救援活動を行う一般県民のボランティ
ア活動が円滑、効果的かつ安全に行われるよう、広域的に支援するとともに、市町村災
害ボランティアセンターの体制整備の支援及び連絡調整等並びに関係機関及び特定非営
利活動法人との連携を図るための甲乙丙の役害J分担と協力関係について定めるものとす
る。

2 県災害ボランティアセンターの設置
大規模災害が発生したときは、乙と丙は、甲が設置する災害対策本部との連携により、

県災害ボランティアセンターを設置 0運営するものとする。

3 甲の役割

甲は、前項の県災害ボランティアセンターの設置 ・運営に際しては、乙と丙に対し、
必要に応じ次の支援を行うものとする。
(1)県 災害ボランティアセンターの構成員等の体制整備に係る関係機関の調整
(2)県 災害ボランティアセンターの場所と資器材の提供
(3)県 災害ボランティアセンターの設置 ・運営に係る経費の助成
(4)被 災状況等の情報提供
(5)甲 が開設するホームベージヘの災害ボランティア関連情報の掲載
(6)県 災害ボランティアセンターヘめ甲関係職員の派遣
(7)平 時における乙と丙の災害ボランティアセンター組織及び運営体制の整備に係る

準備行為に対する支援
(8)そ の他必要な事項

4 乙及び丙の役割
乙及び丙は、県災害ボランティアセンターの設置 0運営について責任を担い、被災時

には、迅速にボランティアの受入体制と活動体制を整備するとともに、関係行政機関、
市町村社会福祉協議会、日本赤十字社宮城県支部及びボランティア関係団体等との連携
を密にして、被災地におけるボランティア活動が円滑、効果的かつ安全に行われるよう
努めるものとし、その具体的役割は、次のとおりとする。
(1)県 災害ボランティアセンターの設置 ・運営
(2)市 町村災害ボランティアセンターの体制整備の支援及び連絡 ・調整
(3)全 国社会福祉協議会、他都道府県社会福祉協議会、県内市町村社会福祉協議会 ・

日本赤十字社宮城県支部 ・特定非営利活動法人等ボランティア団体に対する応援要
請及び受入調整



(4)災 害ボランティアコーディネータニの派遣 ・調整
(5)災 害ボランティア関連情報の受発信
(6)災 害ポランティア活動の苦情処理
(7)災 害ボランティア活動保険の加入手続
(8)そ の他ボランティア ・特定非営利活動法人の受入体制及び活動体制の整備に必要

な事項             
ザ

県災害ボランティアセンター活動中の協力関係
(1)甲 、乙及び丙は、密接な連携を図り、随時協議する場に参加するものとする。
(2)甲 から派遣された職員は、乙及び丙の代表者等の指示に従い、迅速な支援を行う

ものとする。
(3)甲 は、県災害ボランティアセンターの組織を通じ調査等を実施するときは、乙及

び丙に協力を要請することができるものとする。
(4)乙 及び丙は、県災害ボランティアセンターの運営が迅速、効果的かつ安全に行わ

れるようにするため、必要があるときは甲に協力を要請することができる。

6 会議

この覚書の実効性を確保するため、甲、乙及び丙は毎年度当初に、この覚書の内容に
ついて確認し又は改善するための会議を開催するものとする。

7 その他

この覚書に疑義が生じたとき又はこの覚書に定めのない事項については、その都度甲
乙丙協議して定める。

この覚書を証するため、本書3通 を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その 1通を所
持する。

平成16年3月 P/日

甲 宮城県知事 浅 野 史

仙台市青葉区本町三丁目7番 4

社会福祉法人官城県社会福祉協

会   長   丹 野 諒

丙 仙台市青葉区本町三丁目7番 4号

特定非営利活動法人

みやぎ災害救援ボランティアセ

会   長   丹 野 諒


